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大分県における保安林の分布状況
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R2.9.14現在

団体名
景観行政
団体への
移行日

条例等名称 条例等の内容

大分市 中核市 ③大分市景観条例 ③一定規模以上で届出等の義務

別府市 H17.4.1

①地域新エネルギー導入の事前手続き等に関
する要綱(H26.9.5)
②別府市環境保全条例
③別府市景観条例

①太陽光50kW以上で説明会及び事前届出を行う。
問題が無い場合は、市が同意書を交付。その他
に、導入済届、着工等届、廃止届の届出が必要。
②3000㎡以上の土地の開発について、事前協議が
必要

中津市 H18.7.21 ③中津市景観条例 ③一定規模以上で届出等の義務

日田市 H19.4.1
①日田市景観条例
②日田市環境保全条例

①一定規模以上で届出等の義務
②1000㎡以上の土地の開発について、協議が必要

佐伯市 H29.3.1
①佐伯市再生可能エネルギー発電設備設置事
業指導要綱(H30.6.25公布、施行)
③佐伯市景観条例

①設置場所の土地の合計面積が5000㎡以上又は既
設等と併せて5000㎡以上について、説明会及び実
施30日前までに協議。
③一定規模以上で届出等の義務

臼杵市 H18.3.27
①再生可能エネルギー発電設備設置事業指導
要綱(H31.3.26公布、H31.4.1施行)
③臼杵市景観条例

①設置区域の土地の合計面積が5000㎡以上又は隣
接太陽光と併せて5000㎡以上について、説明会及
び実施30日前までに協議。
③一定規模以上で届出等の義務

津久見市 H30.3.30 ※景観条例及び景観計画策定中

竹田市 H23.2.27
②竹田市環境保全条例
③竹田市景観条例

②1000㎡以上の土地の開発について、協議が必要
③一定規模以上で届出等の義務

豊後高田市 H19.5.1
①再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱
(H26.6.26告示、H26.8.1施行)
③田染荘小崎景観づくり条例

①設置区域の土地の合計面積が5000㎡以上又は隣
接太陽光と併せて5000㎡以上について、説明会及
び着手2月前までに協議。中心市街地、田染荘小崎
及び長崎鼻周辺はアボイドエリアに設定。
③一定規模以上で届出等の義務

杵築市 H18.7.17
①再生可能エネルギー発電設備設置事業指導
要綱(H26.3.18告示・施行)
③杵築市景観条例

①設置区域の土地の合計面積が5000㎡以上又は隣
接太陽光と併せて5000㎡以上について、説明会及
び土地購入前に事前協議。
③一定規模以上で届出等の義務

宇佐市 H18.4.14

①再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱
(H27.4.1～)
③宇佐市景観条例
④宇佐市開発行為指導条例

①設置区域の土地の合計面積が5000㎡以上又は隣
接太陽光と併せて5000㎡以上について、説明会及
び着手30日前までに協議。
③一定規模以上で届出等の義務
④都市計画区域内3000㎡以上、区域外1ha以上の開
発について、事前協議を実施

豊後大野市 H28.3.1
②豊後大野市自然環境保全条例(H28.10.17～
HP掲載)
③豊後大野市景観条例

②1000㎡以上の事業を行う際は、農地法や都市計
画法に基づく申請を行う場合等を除き、条例に基
づく届出を行う必要
③一定規模以上で届出等の義務

由布市 H17.9.19

①自然環境等と再生可能エネルギー発電設備
設置事業との調和に関する条例(H26.1.29公
布・施行)
①小規模な再生可能エネルギー発電設備設置
事業に関するガイドライン（H30.9.7適用開
始）
②挾間町環境保全条例

①設置区域の土地の合計面積が5000㎡以上又は隣
接太陽光と併せて5000㎡以上について、説明会及
び事前協議。
①5000㎡以下を対象に、環境配慮、住民配慮を要
請。
②1000㎡以上の土地の開発について、協議等が必
要

国東市 H20.5.1

①国東市再生可能エネルギー発電設備設置指
導要綱
(R1.6.1施行)
③国東市景観条例

①設置場所の土地の合計面積が5000㎡以上又は既
設等と併せて5000㎡以上について、説明会及び実
施30日前までに協議。
③一定規模以上で届出等の義務

姫島村 H27.1.1 ※景観条例及び景観計画策定中

日出町 R1.12.1

①発電施設設置事業指導要綱（H25.11.29告
示26.1.1施行)
②日出町環境保全条例
③日出城址周辺景観保全条例（景観法施行以
前に制定）
※景観条例及び景観計画策定中
④日出町開発行為等指導要綱

①設置区域の土地の合計面積が5000㎡以上又は隣
接太陽光と併せて5000㎡以上について、地元意見
の把握及び事前協議。
②1000㎡以上の土地の開発について、協議等が必
要
③土地の形質の変更について、届出等の義務

九重町 H31.2.1
①再生可能エネルギー発電設備設置事業指導
要綱
②九重町生活環境保全及び開発に関する条例

①太陽光50kW以上等について、説明会及び土地の
取得前に事前協議。
②2000㎡以上の土地の開発について事前の届出

玖珠町 R2.3.31
②玖珠町環境保全条例
※景観条例及び景観計画策定中

②3000㎡以上の土地の開発について事前の届出

備考 ①再エネ関係条例等　　②環境保全関係条例等　　③景観関係条例等　　④開発行為関係条例等

県内における太陽光発電事業等の開発における規制条例等の制定状況

景観条例及び景観計画策定済み団体
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